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箕面市の景観に関するアンケート 

事業所名  記入者名（役職）     （        ）

 
１．事業所の概要について 

はじめに、貴事業所の概要についてうかがいます。以下の設問にお答え下さい。 

所在地 箕面市（             ）※丁目は不要です。 

業種（次から選択） 

建設業  製造業  電気・ガス・水道業  運輸・通信業  卸売業 

小売業  飲食業   金融・保険業   不動産業   サービス業 

その他（          ） 

本社や本店の位置 箕面市内に本社や本店がある   箕面市外に本社や本店がある 

主な顧客層 
市内居住者    市内に限らない居住者    市内企業 

市内に限らない事業所    その他（          ） 

従業者数（パート等含む） 5 人未満  5～10 人未満  10～30 人未満  30～50 人未満  50 人以上 

建物形態（主なもの） 
事務所（オフィス）ビル  店舗  物流センター  倉庫  研究所 

研修施設   病院   ホテル・旅館   工場   その他（        ）

現在地での営業年数 ～５年未満  ５～10年未満  10～20年未満  20～30年未満  30年以上

 

２．景観づくりの取り組みの必要性と理由について 

事業者が良好な景観を守り育てていくための取り組みについて、どのようにお考えですか。また、そ

の理由もお答え下さい。（○は１つだけ） 

１ 事業者が良好な景観づくりに取り組むことは必要である 

→その理由として貴事業所の考えに最も近いものをお答え下さい。（○は１つだけ） 

ア 事業上のメリットが期待できるから → 貴事業所の具体的な業種（         ）

イ 景観への配慮は企業の社会的責任（ＣＳＲ）として重要だから 

ウ その他（                                   ）

２ 事業者が良好な景観づくりに取り組むことは不要である 

→その理由として貴事業所の考えに最も近いものをお答え下さい。（○は１つだけ） 

ア 事業上のメリットが期待できないから 

イ 具体的にできることが見当たらないから 

ウ 景観に配慮することについて、取り組む意義や必要性を感じないから 

エ 「表現の自由」や「財産権」に対する制限となるから 

オ その他（                                   ）

３ よくわからない 

４ その他（                                       ）

 

３．建築物や広告物の設置について 

（１）建築物や広告物等の設置について、貴事業所の考えにあてはまるものをお答え下さい。（○はい

くつでも） 

１ 周辺のまちなみから突出した形・色彩にならないようにしている 

２ 遠くからでも見つけられるように、目立つ色彩・形・デザインとしている 

３ 企業で統一されたマーク・色彩（ＣＩ）などを使用している 

４ まちなみにうるおいを与えるよう、植栽やフラワーポットなどを配置している 

５ 地域のイメージを高めるような良質なデザインを取り入れている 

６ 特段の配慮はしていない 

７ その他（                                       ）
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（２）良好なまちなみを形成していく上で、貴事業所として配慮すべきだと思う要素を選んでください。

（○はいくつでも） 

１ 敷地内での建築物の配置 

２ 建築物の高さや大きさ 

３ 広告物の高さや大きさ 

４ 建築物や広告物の色彩 

５ 店先の緑化や敷地内の植栽 

６ その他（                                       ）

 

４．市の景観施策について 

現在、箕面市では、良い景観を守り育てていくために以下の取り組みを進めていますが、ご存知です

か。また、それぞれの取り組みについての評価をお聞かせ下さい。（○はそれぞれの項目につき１つ） 

市の取り組み 上段・認知度  下段・評価 

知っている  ・  知らない 「都市景観基本計画」で目指すべきまちなみの姿や

取り組みの方針を示している 良い ・ どちらとも言えない ・ 不要 

知っている  ・  知らない 「山なみ景観保全地区」により山麓部の開発を規制

している 良い ・ どちらとも言えない ・ 不要 

知っている  ・  知らない 「都市景観条例」に基づき、一定規模以上の開発や

建築物の建設にあたって協議を行っている 良い ・ どちらとも言えない ・ 不要 

知っている  ・  知らない 「大阪府屋外広告物条例」及び「箕面市屋外広告物
景観形成ガイドライン」に基づき、広告物の設置に
あたって協議を行っている 良い ・ どちらとも言えない ・ 不要 

知っている  ・  知らない 「まちなみづくり相談」窓口を開設し、開発や建設

にあたっての専門家によるアドバイスを行っている 良い ・ どちらとも言えない ・ 不要 

知っている  ・  知らない 公益信託「みのお山麓保全ファンド」を設立し、山
麓の緑を守り・育て・活かす山林所有者や市民の活
動を支援している 良い ・ どちらとも言えない ・ 不要 

 

５．景観づくりの取り組みについて 

景観づくりについて、今後、貴事業所で取り組みたいと思うものを以下から選んで下さい。（○はい

くつでも） 

１ 建築物や広告物の管理に気をつけて美観を維持する 

２ 事業所の周りをきれいにする（掃除をする、花で飾るなど） 

３ 優れたデザインの建築物や広告物に改修して地域のまちなみ形成をリードしていく 

４ 地域のまちなみ形成の取り組みに事業所として参加・協力する（一緒に清掃活動を行うなど） 

５ 地域のまちなみ形成の取り組みに複数の事業所間で協力する（まちなみに寄与する統一的なサイン

を設置するなど） 

６ 市民等の景観や緑化活動を支援する（山麓ファンドに寄付をする、活動に人材面で協力するなど）

７ その他（                                      ） 

 

６．その他 

その他、箕面市の景観についてのご提案などあれば、ご自由にお書き下さい。 

 

 

 

 

～アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました～ 
 


